
団体名 支障事例

21 Ｂ　地方に対する規
制緩和

産業振興 水素ステーション整備
促進のための規制緩
和

水素ステーションについては、許
可を受けた事業所の従業員が充
填を行うこととなっているためセル
フ充填ができない。また、貯槽等
を地盤面下に設置する場合にお
いても敷地境界との距離規制の
緩和が認められていない。これら
の規制などを緩和すること

【制度改正の必要性】
　本県は、平成27年12月に「あいち産業労働ビジョン2016-2020」を策定し、今後、
次世代自動車・水素社会の普及啓発を図ることとしている。
【支障事例等】
　水素ステーションの整備・運営コストは高額であり、採算性の確保が課題となって
いるところ、水素ステーションについては、許可を受けた事業所の従業員が充填を
行うこととなっているためセルフ充填ができない。本県では県庁敷地内において、
平成27年9月10日から、民間事業者の協力により、「愛知県庁移動式水素ステー
ション」の運用を開始しており、水素ステーションでは水素社会の普及啓発のため
に、見学者を受け入れている（平成28年4月30日現在、累計4,018人）。見学者か
ら、「水素はセルフ充填が認められないほど危険なものなのか。」との質問が寄せら
れることがあり、セルフ充填が認められていないことが水素社会の普及啓発のため
の支障となっている。

【支障事例等】
　水素ステーションの整備・運営コストは高額であり、採算性の確保が課題となって
いるところ、水素ステーションの設置にあたり、現行法規では、水素の貯槽等を地
盤面下に設置する場合においても敷地境界との距離規制の緩和が認められてい
ない。

　整備・運営コストの削減は、以下の効果をもたらす。
　・新規参入事業者の増加により、水素ステーションの円滑な整備を一層促進す
ることができる。
　・水素料金の低減につながり、ＦＣＶユーザーにとってメリットが増大し、ＦＣＶ普
及が加速する。
　・敷地境界との距離規制を緩和することにより、敷地に余裕のない都心部でも
水素ステーションの円滑な整備を一層促進することができる。

高圧ガス保安法５条、
一般高圧ガス保安規則
７条の３

経済産業省 愛知県 宮城県、神
奈川県、名
古屋市

－ 　水素スタンドにおけるセルフ充塡については、安全性と利便性の確保の観点から必要なハード面及
びソフト面の適切な措置を事業者と協力して検討し結論をえた上でセルフスタンドを可能とすることとし
ている。なお、セルフ充塡については規制改革実施計画（平成27年6月30日閣議決定）において平成
30年度までに結論を得次第速やかに措置することとされている。
　高圧ガス設備の敷地境界との距離については、所定の距離を設けるか、これと同等の措置を講ずる
ことを認めているため、距離の短縮は可能である。高圧ガス設備を地盤面下に設置することも「同等の
措置」として認めることは可能であると考える。なお、高圧ガス設備を地盤面下に設ける場合の技術基
準を今年度中に整備する予定である。

214 Ｂ　地方に対する規
制緩和

環境・衛生 屋内におけるFCFLへ
の水素充填を可能とす
る規制緩和

ＦＣフォークリフトに係る屋内水素
ディスペンサー設置基準の緩和を
図ること。

ＦＣフォークリフト導入の可能性については、クリーンな環境下での作業を必要とす
る食品、精密機械等を取り扱う物流倉庫等を有する事業者にとって、屋内充てんが
可能であることがFCフォークリフト導入のための必須事項となっているが、現行法
上、水素スタンドのディスペンサーの上部は、水素が滞留しないような構造とするこ
とが求められることから、実質、屋内での水素充てんは不可能となっている。

ＦＣフォークリフト屋内充填が可能となれば、外部との往来が不要となり、衛生環
境の保全の確保、作業効率の向上やコストダウンが期待できる。また、多種多様
な業種への展開も期待される。

高圧ガス保安法5条、
一般高圧ガス保安規則
7条の3

経済産業省 徳島県、鳥
取県

神奈川県 － 　高圧ガス保安法では、ディスペンサーを屋内に設置できないとする規定はないため、技術基準上は
圧縮水素が漏洩したときに滞留しないような構造であることを求めている。
　「滞留しない構造」については、「一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用について」において、
例示基準として例示しているので参照いただきたい。
  また、例示基準に基づかない場合について、高圧ガス保安協会による事前評価を受け、その評価書
を事業者の許可申請書に添付頂く方法もある。

215 Ｂ　地方に対する規
制緩和

環境・衛生 FCV及びFCFLへの水
素セルフ充填を可能と
する規制緩和

ＦＣＶ及びＦＣフォークリフトへの水
素セルフ充てんを可能とするこ
と。

水素の充てんは、高圧ガス保安法に規定する「高圧ガスの製造」に該当するため、
事業者は安全を保つため、充填作業を行う際には保安統括者による監督が必要で
あることから、ＦＣＶドライバーやＦＣフォークリフト作業者が、セルフ充てんを行うこと
はできない。

水素ステーションの運営コスト（立会者の人件費等）の削減に繋がるとともに、
FCVドライバーの利便性の向上を図ることができる。
また、物流倉庫等においては、ＦＣフォークリフト作業者によるセルフ充てんを可
能とすることにより、最大限の作業効果を発揮することができる。

高圧ガス保安法5条、
一般高圧ガス保安規則
64条

経済産業省 徳島県、大
阪府、兵庫
県、鳥取県、
堺市

神奈川県、
愛知県、大
阪市、香川
県

○本県でもＦＣフォークリフトの導入を希望する業者にヒアリングしたところ、事
業所内におけるＦＣフォ－クリフト作業者による水素充填が認められていない
ため、運営コストが高くなることから、同様の措置を求めるとの意見があった。

　水素スタンドにおけるセルフ充塡については、安全性と利便性の確保の観点から必要なハード面及
びソフト面の適切な措置を事業者と協力して検討し結論をえた上でセルフスタンドを可能とすることとし
ている。なお、セルフ充塡については規制改革実施計画（平成27年6月30日閣議決定）において平成
30年度までに結論を得次第速やかに措置することとしている。

216 Ｂ　地方に対する規
制緩和

環境・衛生 「道の駅」等道路空間
設置型水素ステーショ
ン実現のための規制
緩和

「道の駅」等の道路空間に設置す
る水素ステーションを、道路法第
32条第1項第1号の「その他これら
に類する工作物」の占用許可対
象物件とすること。

本県では平成27年10月に「徳島県水素グリッド構想」を策定し、県として水素ステー
ションの普及促進を推進しているところである。
道路利用者が気軽に立ち寄ることができ、県下に広がる「道の駅」等の道路空間へ
の設置を促すことで、水素ステーションの普及につながることが期待できるが、現
在、道路法第32条の占用許可対象物件とはなっていないため、「道の駅」等の道路
区域に設置することができない。

「道の駅」等の道路空間へ設置が可能となることにより、水素ステーションの普及
促進が期待できる。

道路法32条
道路法施行令第7条

経済産業省、国土交通
省

徳島県、滋
賀県、兵庫
県、鳥取県、
京都市

宮城県、長
崎県

○　FCVの普及のためには，商用水素ステーションの整備が不可欠である
が，その整備に当たっては，道の駅をはじめ，より多くの自動車が利用する
様々な場所にも整備されるよう，規制緩和を積極に進めることが必要である。

　道路法に定める占用許可対象物件は、道路の本来的機能である、道路の交通の安全の確保とその
円滑化を図るために支障を及ぼさない範囲内で定められたものである。
　ご提案の水素ステーションについて、具体的に道路区域内に設置しようとする工作物、設置しようと
する位置、道路上に設置しなければ普及に支障が生じる具体的な理由等が明らかではないが、これら
をお示し頂いたうえで、それを道路上に設置することによる道路の交通又は構造に与える影響や道路
管理上の支障の有無、安全が確保されるか等について検討して参りたい。

59 Ｂ　地方に対する規
制緩和

産業振興 高圧ガス第二種貯蔵
所に係る承継規定の
追加

　一定量以上の高圧ガスの貯蔵
は、高圧ガス保安法の規定によ
り、貯蔵量に応じて、あらかじめ都
道府県知事の許可を受けた「第一
種貯蔵所」又は都道府県知事に
届け出た「第二種貯蔵所」におい
てする必要がある。
　これらの貯蔵所について譲渡又
は引渡しを行う場合、第一種貯蔵
所については高圧ガス保安法に
承継の規定があるものの、第二
種貯蔵所については承継の規定
がないことから、第二種貯蔵所に
ついて承継の規定の追加を提案
するもの。

　第二種貯蔵所について譲渡又は引渡しがある場合、現行法では、譲受人又は引
渡しを受ける者は、再度、その設置をあらかじめ届け出る必要があるが、会社の再
編等により新たに設立される法人が、その設立と同時に第二種貯蔵所の譲渡又は
引渡しを受ける場合、当該法人があらかじめ設置を届け出ることは困難である。
　また、第二種貯蔵所設置届を提出する際、設備の図面や強度計算書等の多くの
書類を添付する必要があり、会社の再編等により第二種貯蔵所を譲り受けた事業
者にとって、設備自体には変更がないにもかかわらず、多くの書類を添付しなけれ
ばならない設置届を改めて提出することが負担となっている。加えて、譲渡又は引
渡し前の第二種貯蔵所の設置者は、当該貯蔵所の廃止を届け出る必要がある。
　
※　高圧ガス保安法では、「第一種貯蔵所」のほか、「第一種製造者」（許可業者）
並びに「第二種製造者」、「販売業者」及び「特定高圧ガス消費者」について、承継
の規定（承継届の提出は事後で可）が設けられている。

※　第二種貯蔵所設置届の添付書類の例
事業所全体平面図、貯蔵設備等の系統図又は配管図、貯蔵所配置図、機器等一
覧表、貯蔵能力の計算書、貯蔵設備等の強度計算書等、耐震設計構造物に係る
計算書、貯槽の基礎又は支持構造物の構造を示した図面

　多くの書類を添付した再度の設置届の事前提出が不要となり、事業者の負担
が軽減される。
　また、届出内容が簡素化されることで、自治体側の書類確認事務や事業者か
らの相談対応などの事務負担が軽減される。

高圧ガス保安法第16条
～第17条の２、第21条
第４項

経済産業省 富山県 埼玉県、千
葉県、新潟
市、広島市

－ 　第二種貯蔵所の譲渡又は引渡しを行う場合の手続きについては、今後、明確化する。

26 Ｂ　地方に対する規
制緩和

産業振興 指定管理鳥獣捕獲等
事業に係る実包の譲り
受けの許可の廃止

鳥獣保護法に基づく指定管理鳥
獣捕獲等事業に用いる実包の譲
受について、許可を要しないこと
とすべき。

【現状】
本県では、原発事故による影響で、狩猟者の減少や出荷制限等による狩猟意欲の
低下が著しく、イノシシが大幅に増加し、農業被害や生活環境被害が急増してい
る。このため、これまでの狩猟・有害捕獲に加え、鳥獣保護法に基づく指定管理鳥
獣捕獲等事業（受託者：福島県猟友会）を実施している。
事業実施に伴う火薬類取締法に基づく実包の譲受許可申請に当たり、各支部での
申請者合計362人（申請件数362件）、申請手数料等の費用負担 867,568円（2,400
円/件＋手数料）が生じた。

【支障事例】
受託者（捕獲従事者）から「申請手続のため捕獲の着手までに手間と費用がかかっ
た」旨の苦情等が多く寄せられ、事業の円滑な実施に支障が生じている。

【制度改正の必要性】
指定管理鳥獣捕獲等事業に用いる実包の譲受については県知事の許可が必要で
ある一方、狩猟及び有害捕獲に用いる実包の譲受については県知事の許可が不
要であることから、指定管理鳥獣捕獲等事業についても、許可不要として支障がな
いものと考える。

提案の実現により、指定管理鳥獣捕獲等事業を効果的に実施することが可能と
なり、指定管理鳥獣の集中的かつ広域的な管理が期待できる。

火薬類取締法第17条
鳥獣の保護及び管理
並びに狩猟の適正化に
関する法律第９条、第
14条の２

警察庁、経済産業省、
環境省

福島県、茨
城県、栃木
県、群馬県、
新潟県、岐
阜県

北海道、い
わき市、千
葉県、静岡
県、兵庫
県、山口
県、徳島
県、宮崎県

○狩猟や有害鳥獣捕獲、県独自の管理捕獲では、いずれにおいても一定の数量ま
では無許可で実包を購入することができる。指定管理鳥獣捕獲等事業においては、
従事者が許可申請、許可証の交付を受ける必要があり、申請者の負担が大きくなっ
ている。
また、事業実施前の短期間に大勢の捕獲従事者が手続きをすることとなるため、交
付手続きに日数を要している。
４月から５月はニホンジカが出産前で、個体数を効率的に減少させるための有効な
捕獲時期で、年度当初からの事業実施に努めているが、許可証の入手に時間を要
して捕獲の着手が遅れる事態も生じるなど、事業の円滑な実施に支障をきたしてい
る。
このため、指定管理鳥獣捕獲等事業の従事者においても、一定の数量までは無許
可で購入できれば、捕獲従事者の負担軽減や、出産期前の捕獲による個体数削減
効果が期待できる。
○【支障事例】
指定管理鳥獣捕獲等事業に係る捕獲業務の委託先は法人であるが、譲受許可申
請は個々の捕獲従事者（本県では350人程度）が行うため、申請手続きに時間を要し
たり、申請手数料の費用負担が生じたりすることで、円滑な事業遂行に支障が生じ
ている。
【制度改正の必要性】
主に個人で実施する狩猟、有害鳥獣捕獲に用いる実包の譲受は、正常な事業活動
を阻害するおそれがあるとの理由で都道府県公安委員会の許可が不要となってい
る。
このため、申請を捕獲従事者個人が行っている指定管理鳥獣捕獲等事業の実施の
ための実包の譲受についても、同様の理由により許可不要として支障はないと考え
られる

　火薬類取締法において、火薬類の譲受を許可制としている趣旨は、許可申請時にその目的等を確
認することで、火薬類の不正使用を防止し、公共の安全の確保を図ろうとするものである。
　従って、譲受の許可に際しては、譲受目的のほか、消費の目的・数量・保管場所等について確認し、
申請者が当該火薬類を譲り受けても公共の安全の維持に支障がないかどうかを確認している。無許
可譲受については、例外として、譲受の目的が明らかで公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれが
ないと判断できる場合について、数量制限等を設けた上で認めているものである。
　指定管理鳥獣捕獲等事業は、著しく増加した鳥獣を捕獲することを目的としており、相当数の火薬類
（実包）を消費することが考えられるが、当該事業の従事者が、火薬類（実包）をどの程度の量、どの
程度の期間において消費するのか等の実態を明らかにされたい。また、当該事業で消費する火薬類
（実包）の譲受が許可制であることによって、当該事業の実施に際してどのような支障が生じているの
か具体的に示されたい。
　なお、当該事業を実施するために必要な実包について、火薬類取締法に基づく譲受許可手続を行う
際にかかる費用は、事業費から支出されるため、従事者による費用負担は発生しない。

具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等）
根拠法令等

分野

提案区分
＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

回答欄（各府省）制度の所管・関係府省庁 団体名

経済産業省からの第１次回答

管理
番号

その他
(特記事項)

区分

提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容



団体名 支障事例

具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等）
根拠法令等

分野

提案区分
＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

回答欄（各府省）制度の所管・関係府省庁 団体名
管理
番号

その他
(特記事項)

区分

提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容

43 Ａ　権限移譲 産業振興 小規模事業者持続化
補助金に関する事務・
権限の都道府県への
移譲

　小規模事業者持続化補助金に
関する事務・権限を都道府県に移
譲すること。
（都道府県に交付金として交付
し、都道府県の判断で柔軟に対
象団体に交付できる自由度の高
い制度とすること）

【支障事例】
　小規模事業者持続化補助金については、平成25年度から毎年補正予算措置さ
れ、小規模事業者支援に関する重要な施策として執行されている。
　H26年度の地方分権改革に関する提案募集において、本補助金の権限移譲につ
いて提案を行い、第二次回答において、「今後の小規模企業の振興に関する施策
の実施に当たっては、都道府県と対話をし、その結果、協力を深める仕組みなど、
より一層密に連携するための方策を検討してまいりたい」との回答がなされている
が、都道府県への情報提供や連携する仕組みが図られていないことから、都道府
県が行う事業との一体的な支援が十分に行えていない。

　
【制度改正の必要性】
　都道府県は地元の商工会・商工会議所、企業との距離が近く、経営計画の策定
や販路開拓の課題に対しても機動的な対応が可能である。
　このように地域と結びつきの深い事業については、都道府県が担う方が適当であ
る。
　なお、小規模事業者支援法に基づき定められている「小規模事業者の経営の改
善発達を支援するための商工会及び商工会連合会並びに商工会議所及び日本商
工会議所に対する基本指針」には、「小規模事業者支援事業は、直接的には都道
府県の指導・監督の下に実施されるものであり」との記述もある。

　地域経済の担い手である中小企業への支援は、日頃から地域の中小企業や
商工団体、市町村等との連携が密接で地域の実情に精通している都道府県が
一元的に担えば、より効果的・効率的に行える。
　なお、小規模事業者持続化補助金の申請には、経営計画書が必要となるが、
県でも経営の向上を目指した経営革新計画承認制度があることから、県が一元
的に事業を実施した方が、より効果的・効率的と言える。

小規模事業者持続化
補助金交付要綱

経済産業省 埼玉県 新潟県、浜
松市

－ 　小規模事業者持続化補助金については、小規模企業振興基本計画における重点施策である「ビジ
ネスプラン等に基づく経営の促進」を踏まえ、全国の小規模事業者が、商工会・商工会議所と一体と
なって策定した経営計画に基づき実施する販路開拓を支援するものである。
　商工会・商工会議所の全国団体である全国商工会連合会・日本商工会議所を実施主体とし、補助
事業の採択に当たっては全国で公平性を確保した審査・執行体制を構築している中、都道府県の判
断で柔軟に対象団体に交付できる交付金とすることは、都道府県間で不公平な執行状況が生まれか
ねず、移譲できない。
　また、本事業はその時々の政策的必要性を踏まえ補正予算で措置されているものであり、都道府県
へ委譲することは適切ではない。

96 Ａ　権限移譲 産業振興 商工会・商工会議所と
一体となった販路開拓
に関する事務の都道
府県への移譲

商工会・商工会議所と一体となっ
た販路開拓に関する事務を都道
府県に移譲すべきである。

具体的には小規模事業者支援
パッケージ事業（小規模事業者持
続化補助金）について、都道府県
に交付金として交付し、都道府県
の判断で柔軟に対象団体に交付
できる自由度の高い制度とした上
で、都道府県へ移譲するべきであ
る。

　地域経済の担い手である中小企業への支援は、地域の実情を良く知る都道府県
が行うことが適切である。
　平成26年度の地方分権改革に関する提案募集において、小規模事業者持続化
補助金の権限移譲について提案がなされ、第二次回答において、「今後の小規模
企業の振興に関する施策の実施に当たっては、都道府県と対話をし、その結果、
協力を深める仕組みなど、より一層密に連携するための方策を検討してまいりた
い」との回答がなされている。しかしながら、本補助金については、平成25年度から
毎年補正予算措置され、小規模事業者支援に関する重要な施策として執行されて
いるにも関わらず、都道府県への情報提供や連携する仕組みが図られていないこ
とから、都道府県が行う事業との一体的な支援が十分に行えていない。

　地域経済の担い手である中小企業への支援は、地域の情報やネットワークを
有し、日頃から地域の中小企業と連携が深い都道府県が積極的に担うことによ
り、効果的・効率的に行える。

小規模事業者持続化
補助金交付要綱

経済産業省 栃木県 新潟県 － 　小規模事業者持続化補助金については、小規模企業振興基本計画における重点施策である「ビジ
ネスプラン等に基づく経営の促進」を踏まえ、全国の小規模事業者が、商工会・商工会議所と一体と
なって策定した経営計画に基づき実施する販路開拓を支援するものである。
　商工会・商工会議所の全国団体である全国商工会連合会・日本商工会議所を実施主体とし、補助
事業の採択に当たっては全国で公平性を確保した審査・執行体制を構築している中、都道府県の判
断で柔軟に対象団体に交付できる交付金とすることは、都道府県間で不公平な執行状況が生まれか
ねず、移譲できない。
　また、本事業はその時々の政策的必要性を踏まえ補正予算で措置されているものであり、都道府県
へ委譲することは適切ではない。

89 Ａ　権限移譲 産業振興 経営革新計画承認窓
口の都道府県から指
定都市への移譲

経営革新計画の承認を指定都市
でも実施できるようにする。

本市においては、本市の関係団体であるさいたま市産業創造財団が、中小企業の
新たな事業活動の促進に関する法律に規定する経営革新等認定支援機関として
認定を受けており、同財団を通じて、同法に基づく経営革新計画の策定支援等を
含む総合的な中小企業支援を実施しているところである。
しかしながら、同法に基づく経営革新計画の認定は都道府県の事務とされているこ
とから、本市として市の実施する事業との連携が図りにくくなっている。

経営革新計画の認定を指定都市でも行うことができるようにすることにより、中小
企業にとっては経営革新計画の策定支援から認定までを一貫して市のレベルで
行うことが可能となり、利便性が向上する。また、本市にとっても、関係団体であ
るさいたま市産業創造財団との密接な連携により、本市の中小企業支援策との
連携をより円滑に行うことが可能となり、もってさいたま市まち・ひと・しごと創生
戦略に位置付けている「中小企業の競争力強化による雇用創出」にもつながるも
のと考える。
なお、経営革新計画の承認については、全国的には承認件数が減少傾向にあ
る中で、埼玉県では経営革新計画の承認窓口の増設等により承認件数が増加
（平成26年度260件→平成27年度766件）しており、経営革新計画の承認に至る
ルートを増やすことは、承認件数の増加という効果ももたらすものと考える。

中小企業の新たな事業
活動の促進に関する法
律9条

経済産業省 さいたま市 － 浜松市 － 　当制度については、地方分権推進委員会第5次勧告（平成10年11月）において、中小企業支援策に
ついて「地方公共団体が一定の役割を果たしつつ」、支援対象を選定できるよう、「地域性の高い事業
については都道府県が計画承認を行う制度とする」ことが盛り込まれていたことを踏まえ、また事業者
の利便性を配慮し、全国レベルの取組以外の地域性の高い事業については平成11年の制度創設時
より都道府県が承認を行うこととしている。
　他方、地方分権の観点から、地方自治法第２５２条の１７の２により、都道府県知事があらかじめ市
町村の長に協議をし、条例を定めることにより、都道府県の事務の一部を市町村に移譲することがで
きることとなっていることから、必要に応じて県と相談していただきたい。

225 Ａ　権限移譲 産業振興 地域・まちなか商業活
性化支援事業費のうち
地域商業自立促進事
業について事務および
権限を都道府県に移
譲

地域・まちなか商業活性化支援事
業費のうち地域商業自立促進事
業について事務および権限を都
道府県に移譲

・26年度提案募集の対応方針はあるが、採択結果が公表されるまで当該事業の情
報がないため、補助希望者へ地域に密着した適切な支援や助言ができない。
・制度運用の変更等、公募情報の公表が遅いため、当該補助金の活用を前提に事
業計画を立てていた事業者が補助対象外となる事案が発生している。
・都道府県において、国における制度や運用の検討状況が不明であるため、補助
メニューが重複したり二重補助を招く可能性があり、効果的な施策の立案に支障が
出ている。
・利用者の観点からすると、類似した補助メニューにもかかわらず申請先が複数に
なることや、申請場所が他府県になる等手続きが煩雑である。（８割近くの都道府
県に類似の事業あり）

・補助希望者に対し、申請前に助言や情報提供を機動的に行うことで、制度の適
切な運用を促すことができる。
・従来から都道府県で実施している事業と組み合わせることで、地域の実情に即
した効果的かつ効率的な事業の実施が可能になる。
・申請先が統一されるとともに補助申請者にとり身近な場所になるため、利便性
が向上する。

中心市街地の活性化
に関する法律第１４条
第３項

経済産業省 全国知事会 平成26年度提案募集におい
て、商店街振興に関する提
案が複数団体からなされ、
対応方針で「国と都道府県
の連携強化を図るため、都
道府県に対し、支援要件等
の公募に関する情報提供を
行う。」とされた。

埼玉県、鳥
取県、徳島
県、香川
県、高知県

○事前に、商店街から申請があったことを含め、県に情報提供し、交付審査
に当たり、県が意見する機会が提供されていないため、県内の地域ごとの実
情が十分に反映されているとはいえない。

○商店街の活性化については県と地元市町が連携して商店街団体等の取組
み等に支援を行っているが、国の補助金については県に情報提供がなされ
ず、新規施策立案時の情報不足が生じ、支援内容が重複する場合がある。

　本事業は、限られた予算の中で全国的な見地から商店街のモデルとなり得るような先進的な取組を
集中的に支援することによって成功モデルを創出して、他の地域に波及させていくことにより、全国の
商店街の発展を図るものである。このため、本事業の趣旨から、全国の商店街について俯瞰すること
が可能である国の実施が必要不可欠である。
　事業の執行にあたっては、地域の商店街に精通している地方自治体との連携が重要であるため、地
方自治体の支援計画書の提出を受けるなどして、その関与や支援のあり方を確認するとともに、地方
自治体の関与が強い案件を優先的に採択するなどしているところ。

226 Ａ　権限移譲 産業振興 中小サービス業中核
人材の育成支援事業
および小規模事業者
支援人材育成事業に
ついて事務および権限
を都道府県に移譲

中小サービス業中核人材の育成
支援事業および小規模事業者支
援人材育成事業について事務お
よび権限を都道府県に移譲

・研修事業で内容や実施時期の調整が国と都道府県、関係団体の間で行われない
ため、方向性の整合性がとれず、内容に重複が生じる可能性が高い。
・国が都道府県を介さず支援している企業の情報等について適時適切な共有がな
いため、都道府県や団体における地域産業政策の効果的な企画立案に支障が出
ている。
・国の交付決定に時間を要するため、事業実施時期が年度の後半になっている
・利用者の観点からすると、類似した補助メニューにもかかわらず申請先が複数に
なることや、申請場所が他府県になる等手続きが煩雑である。（７割を超える都道
府県に類似の事業あり）

・補助希望者に対し、申請前に助言や情報提供を機動的に行うことで、制度の適
切な運用を促すことができる。
・従来から都道府県で実施している事業と組み合わせることで、地域の実情に即
した効果的かつ効率的な事業の実施が可能になる。
・研修内容を都道府県内の地域ごとの実情に即したものにすることができる。
・申請先が統一されるとともに補助申請者にとり身近な場所になるため、利便性
が向上する。

我が国の若者・女性の
活躍推進のための提言
日本再興戦略
“ちいさな企業”成長本
部行動計画

経済産業省 全国知事会 埼玉県、鳥
取県、徳島
県、香川県

○国の交付決定に時間を要するため、事業実施時期が年度後半にずれ込ん
でしまう。

○利用者からすると、複数の事業主体の支援メニューを確認する必要があ
り、煩雑である。
「小規模事業者支援人材育成事業」については、商工会・商工会議所が県の
交付金を活用して行う研修の講師やテーマが、国の研修内容と重複する可能
性がある。研修のテーマや講師の設定に際し、地域の意見が反映されない。

　中小サービス業中核人材の育成支援事業に関して、本事業では、全国から人材を“武者修行”に出
したい中小企業を募り、また同様に、全国からこうした人材を受入れていただく優良企業を募り、双方
をマッチングする必要があるため、全国大で取り組む必要のある事業である。したがって、本事業に関
しては引き続き国が実施していく。
　なお、事業実施時期に関しては、利用者の要望を踏まえ、交付手続きをより迅速に行うよう努めてい
く。

　小規模事業者支援人材育成事業については、経営計画策定支援の方法など、「商工会及び商工会
議所による小規模事業者の支援に関する法律」第３条基づき定められている、基本指針を踏まえた研
修内容となるよう、実施機関と連携して事業を実施しており、国が統一して実施することが必要。また、
可能な限り国の担当者が出向いて説明しており、法律や国の政策の背景を現場へ直接伝えることが
できる機会としても重要なものと考えている。要望を踏まえ、事業実施時期はできるだけ前倒しができ
るよう配慮しつつ、引き続き、国が実施していく。

45 Ｂ　地方に対する規
制緩和

医療・福祉 孤立死防止対策の充
実

　居住者の異常を発見した地域住
民やライフライン事業者が自治体
へ通報しやすくなるように、個人
情報の利用・提供制限の例外とな
る具体的な事例を国の通知に明
記することが必要。

【支障事例】
　厚生労働省の通知（H24.5.11）では、「人の生命、身体又は財産の保護のために
必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」に該当する場
合は、あらかじめ本人の同意を得なくても個人情報の利用・個人データの提供が可
能としている。
　また、例えば、電気・ガス事業者に対しては、資源エネルギー庁から同趣旨の通
知（H24.4.3）が発出されている。
　都道府県は個人情報保護法第５条において、「個人情報の適正な取扱いを確保
するために必要な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。 」とされてい
るが、上記の通知にはどのような時に通報するべきかの具体的な事例の記載が不
足しているため、県が事業者に指導したり、住民の方に説明したりすることができ
ず困っている。
　その結果、地域住民やライフライン事業者が居住者の異変を発見した場合であっ
ても、個人情報の利用・提供制限の例外となるか否かの判断に時間を要し、通報を
躊躇してしまう可能性がある。

　本提案の実現により、居住者の異常を発見した地域住民やライフライン事業者
が迷うことなくスピーディーに自治体への通報が可能となる。

個人情報保護法第16
条（利用目的による制
限）、第23条（第三者提
供の制限）

【平成24年5月11日付
け社援地発0511第1号
厚生労働省社会・援護
局地域福祉課長通知、
平成24年5月9日付け
健水発0509第1号健康
局水道課長通知、平成
24年4月3日付け経済
産業省資源エネルギー
庁電力・ガス事業部電
力市場整備課長、ガス
市場整備課長及び長
官官房総合政策課企
画官（液化石油ガス産
業担当）通知】

個人情報保護委員会、
厚生労働省、経済産業
省

埼玉県 新潟市、軽
井沢町、豊
中市、広島
市、岩国市

○地域の住民と日常的に関わりを持っている協定団体の協力を得て、市内に
居住する高齢者等の見守りを行い、高齢者等の異変を発見した場合には、そ
の情報を本市の地域包括支援センターに連絡する高齢者見守り協定を平成
26年に初めて締結し、現在もなお拡充に取り組んでいる。ライフライン事業者
も協定団体に名を連ねているため、居住者の自治体への通報がしやすくなっ
てきたと認識しているところではある。ただし、具体的な事例の記載は見守り
協定にもないので、本来は必要な通報がなされていない可能性はある。
○生活保護受給者については、ケースワーカーや民生委員が定期的に訪問
等により、異常を発見しやすい状況にあるが、最近、県内の他都市で、生活保
護受給者が孤独死した事例が生じた。このことから、ケースワーカーや民生委
員による訪問等による孤独死の防止策には限界がある。
　このように生活保護受給者でさえ、孤独死が生じたため、生活保護を受給し
ていない者で、町内で何も関わりのない者にあっては、孤独死の可能性がさら
に高まるおそれがある。
　もし提案しているようなことが実現すれば、生活保護受給者も含めて孤独死
の可能性を減じることができることに資する。

　個人情報取扱事業者ではない地域住民については、個人情報保護法が適用されないため、自治体
への情報提供に際し、同法に基づく制限はない。また、個人情報取扱事業者等となる場合のライフラ
イン事業者等による個人情報の提供については、既に一部の自治体では独自のガイドライン等を設け
運用していると承知しており、国として、別途、画一的な具体的基準を示す必要はないと考えている。



団体名 支障事例

具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等）
根拠法令等

分野

提案区分
＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

回答欄（各府省）制度の所管・関係府省庁 団体名
管理
番号

その他
(特記事項)

区分

提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容

54 Ｂ　地方に対する規
制緩和

産業振興 大規模小売店舗の新
設・変更に関する届出
事項に係る県縦覧期
間等の短縮

大規模小売店舗の新設・変更に
関する届出事項に係る県縦覧期
間及び審査期間の短縮（店舗面
積1,000㎡超について、例えば、法
律で現在４月間と規定している届
出事項の県縦覧期間を１カ月から
２カ月の範囲で短縮する。もしく
は、全体期間（８月間ルール）でも
１カ月から２カ月の短縮をする。）

事業者からの届出は不定期に提出されるが、縦覧期間が固定化されているため、
届出のタイミングによっては、届出日の差が数日しか違わないにも関わらず、県審
査会の開催時期との調整がうまく出来なかったことから、県の意見発出日が大きく
乖離したり、短期間に県審査会を複数回開催しなければならない場合がある。

※法律の規定により、事業者は届出後２月以内には地元説明会を開催している。
事業者は、その場で住民から出された意見に真摯に対応をしていることから、本県
内においては、４ヶ月の縦覧期間中に住民等から県に意見が出された例はなく、縦
覧期間の柔軟化・短縮化を図っても問題ないと考えられる。
また、事業者側は事前に関係機関との協議を行った後に、届出を行っていることか
ら、県においては、審査に要する全体期間の短縮化を図っても十分対応が可能で
あると考えられる。

地元説明会の段階で住民との調整を支障なく終えている事業者は、早期に開店
することが可能になる。
また、縦覧期間の短縮化が図られることにより、県審査会の開催時期との調整
が柔軟に行えるようになる。

大規模小売店舗立地
法

経済産業省 岡山県 徳島県 － 　大店立地法は、大型店の出店の際に、生活環境への影響についての配慮を大型店に求める手続を
定めたものであり、地域住民に対する説明会の開催や、地域住民からの意見提出機会の確保等を通
じて、地域住民と大型店とのコミュニケーションによる生活環境への影響についての解決を促してい
る。
　大店立地法においては、説明会開催や地域住民の意見提出、都道府県等の意見提出等について
期限が設定されており、生活環境への影響があり得るケースであっても、一定の期間内で手続が完了
されることで、大型店が届出から出店までに必要な期間を予見できるようにしている。
　大型店による説明会を住民等が聴取して、生活環境への影響の可能性について判断し、意見として
都道府県等に提出するためには、相当の時間が必要であり、そのための期間として４ヶ月の期間（県
の縦覧期間）が設定されている。この期間を現状より短くしていくことは、住民に必要な検討期間が短
くなっていくことになり、開店に必要な期間を短くしたい大型店にとっては都合が良いが、住民には不
利益になるという、トレードオフの関係になっている。
　大型店は、出店にあたって、地域に受け入れられる様に、住民の要望に誠実に対応していくことが
期待されており、多くの場合、予見される生活環境への影響を緩和する措置（防音壁、外灯の設置、
駐車場出入口での警備員の配置など）を実施することを住民への説明会で表明するため、これまでの
大店立地法の執行において、都道府県等から意見が出されるケースは５％以下と少ない。しかしなが
ら、大型店側の取組が不十分であることにより、意見が提出されることも当然あり、その様な場合は、
住民と大型店との深刻な対立が生じていることもある。現状において、大型店出店に必要な期間を短
くし、利益を与える一方で、住民が意見を提出できる期間を短くするという不利益を与える法改正は両
者の力関係のバランスを崩すものであると考える。

62 Ａ　権限移譲 産業振興 事業協同組合等の設
立認可等に関する事
務の都道府県への権
限移譲

中小企業等協同組合法に基づく２
以上の都道府県の区域にわたる
事業協同組合等の設立の認可、
定款変更の認可、報告の徴収、
検査等、法令等の違反に対する
処分等の事務について、各経済
産業局から都道府県へ権限の移
譲

２以上の都道府県の区域にわたる事業協同組合等について、既存の事業協同組
合等が、例えば新たに外国人技能実習生共同受入事業を行う場合、事業の追加な
どの定款変更を要することから、経済産業局への認可申請が増大することが想定
されている。
特に組合員資格として定款に定められている業種が複数省庁の所管にわたる場合
は、認可等に多くの日数を要している。

一方、中小企業等協同組合法等に基づく厚生労働省の所管事務（地方厚生局所
管業務）に関しては、２以上の都道府県の区域にわたる組合でも、主たる事務所が
ある都道府県で設立認可・定款変更の認可等を行えることになった。また、農林水
産省の所管事務についても、今後、都道府県に移譲が行われる予定である。

こうした状況を鑑み、同法等に基づく地方経済産業局所管の２以上の都道府県の
区域にわたる組合に係る事務についても、都道府県へ権限移譲がされることによ
り、今後権限移譲予定の農林水産省所管の組合等に係る事務・権限と併せて、統
一的かつ迅速な対応を行うことができ、県民サービスの向上に繋がるものと考えら
れる。

２以上の都道府県の区域にわたる事業協同組合等であっても、都道府県で事務
手続きを行えることから、事務手続きの負担軽減や手続きに要する日数の短縮
を図ることができる。
また、組合に対する統一的かつ迅速な対応を行うことで、県民サービスを向上す
る効果が期待される。

中小企業等協同組合
法施行令第32条

中小企業団体の組織
に関する法律施行令第
11条

経済産業省 富山県 － － １．中小企業等協同組合法（以下、「中協法」という。）及び中小企業団体の組織に関する法律（以下、
「中団法」という。）に基づく組合及び連合会（以下、「組合等」という。）については、事業区域が自治体
（都道府県）の行政範囲を超える組合等が存在する。自治体の権限は、地方自治法に規定する権限
の範囲に留まるため、自治体の行政範囲を超える場合には所管省庁の大臣が管理・指導を行うことと
していた。
２．今般の要望に関し、経済産業大臣が現在地方経済産業局に委任している組合等の設立認可、定
款変更の認可等の権限を都道府県に移譲することについては、これまで上記１．にあるように組合等
の事業地区が自治体の行政範囲を超える場合に、当該自治体が管理・指導することが可能かという
点を確認する必要がある。具体的には、①地方経済産業局が管理・指導していた組合等を自治体が
引き受けるための体制整備の状況、②所管することとなる組合等に対して、自治体の行政範囲を超え
る場所に報告徴収や立入検査等を行うことができるかという点である。これらについては当該事項が
地方自治法における各都道府県間の事務権限に係る横断的な課題であるため、統一的な整理を実
施する必要がある。
３．一方で、組合等が地方経済産業局やその他関係行政庁に対して手続を取るという現在の体制か
ら、ワンストップで自治体に対してのみ手続を取ることで利便の向上を図ることができるという点につい
ては考慮する必要があり、上記２．の実態論も踏まえ、比較衡量の上、検討していく。

71 Ｂ　地方に対する規
制緩和

産業振興 工業用水道事業にお
ける雑用水の供給に
関する規制緩和

工業用水道事業において雑用水
を供給する際の、河川法に基づく
流水占有許可申請に係る雑用水
の供給量について、柔軟な運用と
する措置を求める

工業用水道事業者による雑用水の供給については、平成26年の経済産業省通知
により、地域振興への貢献、投資効率の向上等の趣旨に適う供給対象に限り給水
能力の10%以下の供給については、国への届出が不要とされている。

一方で、工業用水道の取水にかかる水利権許可において、昭和58年の通産省と建
設省の覚書により、雑用水は工業用水とは明確に区分して水量を申請することとさ
れており、この許可水量が雑用水供給の実質的な上限となっている
（「特に試験的な措置として供給が行われる場合」として、日量600㎥未満の雑用水
の供給等は工業用水と区分して申請する必要がないとされている。）

近年、工業用水の需要が漸減している中で、工業用水事業の健全な維持管理を図
る上で、工業用途以外の都市活動、経済活動への雑用水の供給を可能とすること
が有効であるにもかかわらず、給水能力の10％を下回る雑用水の供給を行おうと
する場合であっても、水利権の許可水量の制限により、雑用水利用の新規の申込
に即応することができず、地域産業全体の発展のために工業用水道施設を有効に
活用できていない。（水利権の変更手続きには平均１年以上を要する場合が大半
である。）

水利権の更新を行うまでの間、給水能力の10％以下の雑用水を柔軟に供給可
能とすることができるように運用の改善がされることにより、製造業以外の事業
所への水需要にも即応できることになり、地域産業全体の発展のために工業用
水道施設を有効に活用できる。

①工業用水の一部を工
業用以外の用途の水
に転用する場合の水利
処分の取扱いについて
（昭和58年２月16日付
建設省河川局水政課
長補佐事務連絡）
②通商産業省立地公
害局工業用水課長補
佐・建設省河川局水政
課長補佐覚書（昭和58
年２月16日付け）
③河川法施行規則第
11条第２項

経済産業省、国土交通
省

静岡県 滋賀県、徳
島県

－ 【国土交通省回答】
　河川法第23条に基づく流水の占用は、「ある特定目的のために、その目的を達成するのに必要な限度において、公共用物たる河川の
流水を排他的・継続的に使用すること」（下記①）とされている。河川の流水は公共の資産であり、水利使用を許可できる流水の量には
限度があることから、河川の流水の有効かつ適正な利用の確保と、利水者間の水利秩序の維持のため、その占用に当たっては、水利
目的に応じて必要な量を限度に河川管理者の許可を受けることを必要としている。
　よって、工業用水の需要が漸減しており、これを雑用水として転用したいのであれば、工業用水道事業者が減量の申請を行い、かつ、
雑用水を必要とする者による新たな水利使用を申請する必要がある。
　以上から、ある特定目的の達成に当たって不要となった流水を他の目的に転用する場合に、新たな水利使用の申請をすることなく引き
続き占用することを認めることは、望ましい水利秩序を乱すおそれがあるため、本提案については応じられない。
　本件については、平成26年度において、熊本県から「工業用水の用途拡大に関する規制緩和」（424番）として同内容の提案がされてお
り、上記と同趣旨の回答を行ったところである。なお、水利使用の許可を受けた工業用水の一部を雑用水に転用しようとする事例が見受
けられたことから、国土交通省（当時建設省）と経済産業省（当時通商産業省）との調整の結果、下記②・③により、雑用水としての供給
が、工業用水の需要が発生するまでの間の暫定的な措置として、工業用水の減量等の申請と雑用水に係る水利使用の申請とを一括し
て行うことにより可能としている。この際、③の覚書により、特に試験的な措置として、雑用水としての供給量が、日量６００立方メートル
未満の場合又は日量１，２００立方メートル未満であって雑用水の供給先が複数でない場合については、この申請も不要としているとこ
ろである。

【経済産業省回答】
　平成26年経済産業省通達の趣旨は、書類提出等の手続きが必要な場合を明確化し、当省として雑用水供給の実態を把握することで
ある。通達の中で供給能力の10％の範囲内で雑用水を提供する場合については工業用水道事業者からの書類提出等の手続きを不要
としたが、通達の際の事務連絡で、水源が河川の場合は、河川法上の取扱いは下記②に基づくことに変更がないことを確認している。

根拠文書等
①東京三田用水慣行水利権等確認請求事件判決（東京地裁Ｓ36、最高裁Ｓ44）、長野県高瀬川等水利許可処分等取消請求事件判決
（最高裁Ｓ３７）
②昭和58年2月16日付「工業用水の一部を工業用以外の用途に転用する場合の水利処分の取扱いについて」建設省河川局水政課長
補佐事務連絡
③昭和58年2月16日付通商産業省立地公害局工業用水課長補佐・建設省河川局水政課長補佐覚書

92 Ｂ　地方に対する規
制緩和

環境・衛生 工場立地法により設置
を要する環境施設の追
加

工場立地法により設置を要する
環境施設について、蓄電池設備
を追加する。

【制度改正の経緯】工場立地法においては、工場を立地する際に一定割合の面積
の「環境施設（緑地、緑地以外の環境施設）」を設けることとされている。このうち、
「緑地以外の環境施設」として、平成２４年の同法施行規則の改正において、新た
に太陽光発電施設が規定されたところである。平成２７年度の提案募集において、
「環境施設にコージェネレーション設備を含める措置を求める」という提案が埼玉県
から出されたが、「コージェネレーション設備は生産設備そのものであることから、
環境施設に含めることはできない」という旨の回答がなされ、具体的な措置を求め
ることはできなかった。
【制度改正の必要性】蓄電池設備は、工場立地法検討小委員会で整理された太陽
光発電施設が有する機能・効果を有し、特に再生可能エネルギーと組み合わせる
ことにより、その機能・効果を補強するものである。
○CO２排出量削減効果：再生可能エネルギーの効率的な利用に、ピークカット・
ピークシフト対策として有効
○周辺地域に対する防災・保安効果：停電時の非常用電源として使用可能
○環境意識向上への啓発効果
しかしながら、環境施設に位置づけられていないため、事業者に対して、導入促進
のインセンティブとなっていない。
【支障事例】分散型エネルギーの導入拡大による新たなエネルギー需給体制の構
築に向けたインセンティブとなっていない。
【備考】蓄電池設備は発電機能を有しないことから、原動機などによる発電を行い
その排熱を熱源として利用することにより電力と熱を同時に供給できる複合システ
ムであるコージェネレーション設備に含まれるものではない。

蓄電池設備の導入が促進されることにより、蓄電池の低コスト化が図られ、事業
者の将来的な負担軽減に資するとともに、ピークカット・ピークシフト対策及び停
電時のバックアップ対策としても有効である。制度の改正は、分散型エネルギー
システムの導入促進及び低炭素社会の推進に資するものである。

工場立地法施行規則
第４条

経済産業省 栃木県 山形県、栃
木市

○　近年の急速な地球温暖化問題への意識の高まりを背景として、新エネル
ギーの導入促進等の活動がさかんになっている。こうした活動は単にコスト削
減の目的のみならず、社会貢献活動を目的とした取組の一環としても行われ
ており、民間企業が太陽光発電施設と同様に「蓄電池施設」を設置するケース
も増えている。また、昨今、住民にとっても「蓄電池施設」が環境にプラスにな
る施設であるとの意識が広まっている。県内においても、企業から「蓄電池施
設」を環境施設に加えてほしい旨の要望が提出されている。

　工場立地法の趣旨は、周辺環境へ配慮した適正な工場立地が行われることであり、その目的は工
場と地域住民との共生共存である。
　環境施設とは、「緑地に類する施設」かつ「工場又は事業場の周辺の生活環境の保持に寄与する施
設」であり、蓄電池設備を追加するか否かについては、周辺環境や地域住民との調和の観点で検討
する必要がある。
　いただいたご提案では具体的にどのような蓄電設備を想定されているのかを判断することはできな
いが、蓄電池設備の中には発火などの危険性があることから消防法で規制がされているものもあるこ
となどから、周辺生活環境への影響といった点で慎重な対応が求められるものと認識している。
　したがって、具体的にどのような施設であるのかを十分に精査した上で、環境施設としての適応性の
検討をすることとしたい。

93 Ｂ　地方に対する規
制緩和

産業振興 砂利採取計画の変更
届出に係る規定の省
令への追加

砂利採取計画の軽微な変更につ
いては届出で足りるよう、届出に
係る規定の省令への追加を求め
る。

　砂利採取法において、採取計画の軽微な変更については省令の定めるところに
より、変更認可によらず、届出で足りることとされているが、届出に係る規定が省令
に定められていないことから、採取計画の変更については変更認可により対応して
いる。一方で、採石法にも同様の規定があるが、採石法施行規則には軽微な変更
についての規定が置かれているため、届出で足りることになっている。
　本県において、「軽微な変更」に該当しうると考えている事例としては、砂利採取
後の埋戻し土砂の変更があり、例年１０件程度の実績がある。
　当該事務については、行政としては概ね処理日数２日×１０件で年間２０日程度
の負担がかかっており、事業者としても認可書類の作成に事務負担がかかってい
る状況である。

　変更届出に係る規定が省令に追加されることにより、軽微な変更については、
認可を得ることなく、届出で足りることとなれば、行政及び事業者の事務負担の
大幅な軽減が図れるとともに、処理期間の短縮化が見込まれる。

砂利採取法第20条第1
項但し書き及び第2項

経済産業省、国土交通
省

栃木県 福島県、茨
城県、新潟
市、静岡
県、宮崎県

○　変更認可申請にあたっては、事業者に対して県手数料条例に基づき１件
につき17,000円の手数料が発生することからも、変更届で可能な軽微な変更
について、省令で明確な基準を定めることが望ましい。

○　本県も業務主任者の変更等の直接災害の発生に繋がる可能性がないも
のについても、変更認可を行っている現状である。そのため、事業者に対し
て、事務負担に加え、金銭的負担がかかっている状況である。

　ご提案の内容を踏まえ、今後具体的にどういった変更が「軽微な変更」としても問題のないものに該
当するのかについて、砂利採取法の目的にも照らしつつ、検討してまいりたい。

94 Ｂ　地方に対する規
制緩和

産業振興 砂利採取業務主任者
の認定の規定の削除

砂利採取業務主任者の認定の規
定について削除を求める。

【制度改正の経緯】
　業務主任者の認定制度については、試験制度創設時における経過措置として設
けられたものと考えており、試験制度が一般化した現在も廃止されることなく、残さ
れているものと認識している。

【制度改正の必要性】
　業務主任者については、砂利採取に伴う災害防止のため、砂利採取法により設
置が義務付けられているものであり、その職責は決して小さくない。認定制度は、
試験制度創設時の経過措置としての意味合いが大きく、現在は当該認定制度の活
用実績がない状況であり、業務主任者資格の付与の公平性を考慮すれば、試験制
度に一本化することが望ましい。
　なお、平成27年度関東経済産業局内砂利採取法担当者会議における意見交換
の場で認定制度の事例があるかを確認したが、各都県とも事例はないとのことだっ
た。

【支障事例】
　認定申請にあたっては条例により手数料の徴収について規定しているが、第５次
地方分権一括法に係る砂利採取法の改正により条項ずれが発生し、昨年度、手数
料条例の改正事務が発生した。砂利採取業務主任者等の認定制度が存続する限
り、将来も当該事務が発生することとなる。

　業務主任者資格については、試験による付与のみとすることで、災害発生の防
止等のための資質を公平に判断することができるようになる。
　また、認定制度が廃止されれば、法改正に伴う条例改正事務が、今後発生す
ることはなくなる。

砂利採取法第6条第1
項第5号ロ及び第15条
第2項

経済産業省 栃木県 岩手県、福
島県、茨城
県、新潟
市、静岡
県、鳥取
県、徳島
県、宮崎県

－ 　砂利採取法令では、砂利の採取を行おうとする者は、法第3条及び4条の規定により、事務所に置く
砂利採取業務主任者の氏名を記載の上、都道府県知事による砂利採取業者の登録を受けなければ
ならないと規定されている。
　砂利採取業務主任者が不在となってから２週間を経過した後も不在の場合には、法第12条の規定
により、都道府県知事はその砂利採取業者の登録を取り消し等をすることができることが規定されて
いる。
　一方、都道府県知事が実施する砂利採取業務主任者試験については、現在、１年に１回の実施であ
ることもあり、試験による判断の不十分さを補充するため、法第6条第１項第六号ロの規定により、砂
利採取業務主任者試験に合格した者と同等以上の知識及び技能を有すると都道府県知事が認定し
た者を砂利採取業務主任者として置くことを認めている。
　このような状況において、例えば、仮に、砂利採取業務主任者が１名しかいない中小規模の砂利採
取業者が、事故などにより、突然、砂利採取業務主任者が不在となった場合、中小規模の砂利採取
業者は砂利採取業が出来なくなってしまうおそれがある。したがって、砂利採取業務主任者の認定制
度は、中小規模の砂利採取業者にとって不可欠なものと考えている。
　砂利採取業務主任者の認定制度を廃止することは、中小規模の砂利採取業者の砂利採取業からの
排除につながり、産業振興の妨げとなることからも、砂利採取業務主任者の認定の規定は引き続き必
要であると考える。
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95 Ｂ　地方に対する規
制緩和

産業振興 採石業務管理者の認
定の規定の削除

採石業務管理者の認定の規定に
ついて削除を求める。

【制度改正の経緯】
　業務管理者の認定制度については、試験制度創設時における経過措置として設
けられたものと考えており、試験制度が一般化した現在も廃止されることなく、残さ
れているものと認識している。

【制度改正の必要性】
　業務管理者については、岩石採取に伴う災害防止のため、採石法により設置が
義務付けられているものであり、その職責は決して小さくない。認定制度は、試験
制度創設時の経過措置としての意味合いが大きく、現在は当該認定制度の活用実
績がない状況であり、業務管理者資格の付与の公平性を考慮すれば、試験制度に
一本化することが望ましい。

【支障事例】
　認定申請にあたっては条例により手数料の徴収について規定しているが、第５次
地方分権一括法に係る採石法の改正により条項ずれが発生し、昨年度、手数料条
例の改正事務が発生した。採石業務管理者等の認定制度が存続する限り、将来も
当該事務が発生することとなる。

　業務管理者資格については、試験による付与のみとすることで、災害発生の防
止等のための資質を公平に判断することができるようになる。
　また、認定制度が廃止されれば、法改正に伴う条例改正事務が、今後発生す
ることはなくなる。

採石法第32条の4第1
項第5号ロ及び第32条
の13第2項

経済産業省 栃木県 岩手県、茨
城県、静岡
県、鳥取
県、徳島
県、宮崎県

－ 　採石法令では、岩石の採取を行おうとする者は、法第３２条の規定により、事務所に置く採石業務管
理者の氏名を記載の上、都道府県知事による採石業者の登録を受けなければならないと規定されて
いる。
　採石業務管理者が不在となってから２週間を経過した後も不在の場合には、法第３２条の１０の規定
により、都道府県知事はその採石業者の登録を取り消し等をすることができることが規定されている。
　一方、都道府県知事が実施する採石業務管理者試験については、現在、１年に１回の実施であるこ
ともあり、試験による判断の不十分さを補充するため、法第３２条第１項第六号ロの規定により、採石
業務管理者試験に合格した者と同等以上の知識及び技能を有すると都道府県知事が認定した者を採
石業務管理者として置くことを認めている。
　このような状況において、例えば、仮に、採石業務管理者が１名しかいない中小規模の採石業者
が、事故などにより、突然、採石業務管理者が不在となった場合、中小規模の採石業者は岩石の採
取業が出来なくなってしまうおそれがある。したがって、採石業務管理者の認定制度は、中小規模の
採石業者にとって不可欠なものと考えている。
　採石業務管理者の認定制度を廃止することは、中小規模の採石業者の採石業からの排除につなが
り、産業振興の妨げとなることからも、採石業者の認定の規定は引き続き必要であると考える。

141 Ｂ　地方に対する規
制緩和

環境・衛生 　県等が所管する砂利
採取法に基づく権限の
うち、砂利採取計画の
認可事務等について、
市町村が関与する機
会を拡大するよう求め
るもの。

　同法第37条第１項に基づく市町
村長の要請について、現行では
「砂利の採取に伴う災害が発生す
るおそれがあると認めるとき」の
み、「都道府県知事、指定都市の
長又は河川管理者に対し、必要
な措置を講ずべきことを要請する
ことができる」が、地下水源の汚
染や涵養の喪失、地下水脈の破
壊、地盤の軟弱化、土地の資産
価値低下といった、いわゆる災害
とは別の悪影響が予見される場
合においても、市町村長の要請を
認める文言に改めるなどし、地域
の実情を勘案・反映させるもの。

　当市は、立山連峰から富山湾に注ぐ早月川の豊富な清流や扇状地に出る湧水、
地下水等の恵まれた水資源が、水道水源や工業・農業用水として市民生活や産業
を支え、特別天然記念物ホタルイカ群遊海面など地域固有の景観や大地の形成に
寄与している。
　ところが近年、貴重な地下水源を涵養する田畑で、業者による大規模な砂利採取
が相次ぎ、良好な水資源保全への障害や、宅地化、企業誘致等の土地利用の幅
が狭まるなど悪影響が生じている。採取認可を受けた場所で、地下水が溢れだす
被害も出ている。埋め戻し作業の不徹底による地盤の軟弱化や、汚染した土壌を
使った埋戻しによる地下水汚染や健康被害等の懸念も伴う。（県内231カ所中143カ
所を対象にした県のボーリング調査によると、約半分で深堀や異物混入等の不適
切処理があり、このうち、滑川市内32カ所での不適切処理の割合は８割以上だっ
た。）
　砂利採取法（第36条第４項）では、採取業者から砂利採取計画の認可（変更含
む）の申請があった時及び採取業者に認可または不認可の処分をした時には、都
道府県知事から関係市町村にその旨を通報する義務があるが、市町村は通報を
受けても、県に対する必要な措置の要請が可能なのは、同法第37条第１項に基づ
く「災害が発生するおそれがあると認めるとき」のみであり、その他の理由では、市
町村が関与して地域の実情を勘案・反映する余地がない。

　地域に最も近い地方公共団体である市町村が、地域の実情にあわせた適正な
砂利採取が行われるよう、砂利採取計画を把握し、市民生活、産業を支える水
資源等（一旦損なわれると原状復帰が大変困難であったり、不可能であったりす
る）の保全につなげる。

砂利採取法第37条第１
項

経済産業省、国土交通
省

滑川市 【別添資料あり】
「陸砂利採取、深堀り続発
滑川の農地　コンクリ埋め戻
し」（平成27年８月13日付、
富山新聞社会面）

「砂利採取　県は猛省を」
（平成27年12月16日付、北
陸中日新聞コラム「越中春
秋」）

－ － 　砂利採取法は、砂利の採取に伴う災害を防止することを目的としているが、同法における「災害」と
は、他人に危害を及ぼし、公共の用に供する施設を損傷し、又は他の産業の利益を損じ、公共の福祉
に反すると認められるものを広く指すものである。同法第３７条第１項も、以上の目的のもとで、市町村
長は、災害が発生するおそれがあると認めるときは、都道府県知事等の砂利採取の認可権者に対し
て必要な措置を講ずべきことを要請することができることと定められている。
　本提案中、支障事例として挙げられている水質の汚濁、汚染土壌による埋め戻し等の悪影響につい
ても、一般的に、砂利採取法第３７条第１項の規定にいう災害に該当し得るものであると解され、現行
法にて対応可能と考える。

133 Ｂ　地方に対する規
制緩和

農業・農地 農村地域工業等導入
促進法第２条第２項に
規定する「工業等」の
弾力的な運用

農村地域工業等導入促進法第２
条第２項に規定する、農村地域に
導入する工業等の業種につい
て、社会経済情勢や地域の実情
に応じて弾力的に運用できるよう
にすること

【提案の背景】
農工法第２条第２項は、農工団地に進出できる工業等の業種を工業（製造業）、道
路貨物運　送業、倉庫業、梱包業及び卸売業に限定されている。
本県では、農工法に基づき、県が４計画、市町村が19計画を策定し、農工団地58
団地、511ｈａを造成し、141社の企業が操業しているが、造成したものの企業立地
が進んでいない面積が約28ｈａあり、また、計画上は、農工団地を造成することと
なっているが、立地を希望する企業がないことから、未整備の団地が７団地、31ｈａ
ある。

【具体的支障事例】
地域再生法の改正により、整備後５年以上工場等用に供されていない遊休工場用
地については、特例により農工法第２条２項で定める業種以外の産業用に供する
ことができるようになったが、未整備地や整備後５年未満の工場用地についてはそ
の特例が適用されない。
本県においては、実際に昨年度に農工団地への参入を希望した業者は６業者が
あったが、農工法で定める業種ではないため、また、整備後あるいは工場撤退後５
年未満の用地であったため、地域再生法の特例を受けられず、工場立地を断念
し、結果、遊休工場用地の解消に至らなかった例がある。

未利用の農工団地の活用だけではなく、例えば植物工場や木質バイオマス発電
施設など雇用が期待できる業種や天然ガス発電施設や熱供給業など、雇用に加
え、団地内へのエネルギーの安定供給に寄与する業種が追加できることで、農
工団地の一層の発展に資することができる。

農村地域工業等導入
促進法

厚生労働省、農林水産
省、経済産業省、国土
交通省

山梨県 秋田県 ○　本県においても、コールセンターなど、農工法で定める業種以外の企業か
らの立地希望が寄せられる事例があったが、当該規制により分譲を断念して
いる。
進出可能な業種が増加することによって、長期的な未分譲用地の解消が進む
とともに、多様な企業の進出による新たな雇用の創出が期待できる。

　農村地域工業等導入促進法（以下、「農工法」という。）に基づき整備され、５年を経過した遊休工場
用地等における地域再生法の特例は、既に造成が完了しており、水路などの付帯設備が整備されて
いる場合なども多く、迅速な立地を目指す企業にとってメリットが多いと考えられるところ、地方創生を
実現するためには地域に「しごと」を作り出すことが重要であり、その実現に資する速効性のある措置
を重点的に講ずることが必要との観点から、措置されたものである。
　なお、農工法は、農業従事者の就業を促進し、農業構造の改善に資することを狙いとするものであ
ることから、①常勤雇用等により農村地域における安定的な雇用を継続的に確保できる業種であるこ
と、②必ずしも専門的な知識や高度な技能を必要としないこと、等の考え方から業種が限定されてお
り、直ちに弾力的な運用を行うことは困難である。
　いずれにしても、農村地域において地域資源の活用や地域内発型産業の振興も求められていること
から、農業者の就業構造改善の仕組みについては、農工法を始めこれまで各省も含めて講じられてき
た様々な施策の効果を検証の上、農業・農村を取り巻く情勢の変化と課題を十分踏まえつつ、対象と
なる地域、産業等を明確にした上で、必要な施策を検討しているところ。

134 Ｂ　地方に対する規
制緩和

土地利用（農地除く） 半島振興計画に係る
主務大臣の協議、同意
の廃止

都道府県が半島振興計画を作成
する際には、あらかじめ主務大臣
へ協議し同意を得ることとされて
いるが、半島振興計画の作成に
関して主務大臣が都道府県に変
更を求めることができることとした
上で、計画策定後の主務大臣へ
の提出制度に改める。

【現状】
半島振興法第３条によると、「都道府県は、半島振興計画を作成しなければならな
い。この場合においては、あらかじめ、主務大臣に協議し、その同意を得なければ
ならない。」と定められている。
なお、同様の趣旨で制定されている山村振興法に基づき県が策定する山村振興基
本方針では、都道府県が方針策定後に主務大臣に提出し、主務大臣による都道
府県への勧告が可能であることから、主務大臣への同意協議は行われていない。

【具体的な支障事例】
半島振興計画の作成において、主務大臣への協議（事前確認を含む）及び同意を
得るために多大な時間と労力を要している。（本県のH27計画策定時には、事前確
認を含めて国協議に約７か月を要している）

同意協議を廃止することにより、事務の簡素化による負担軽減が図られるととも
に、半島振興計画に基づく事業実施や国の支援を受けることによる事業効果の
早期発現（地域の自立的発展、地域住民の生活安定・福祉向上や、定住促進
等）が期待できる。

半島振興法第３条第１
項

総務省、文部科学省、
厚生労働省、農林水産
省、経済産業省、国土
交通省、環境省

山口県、中
国地方知事
会

北海道、長
崎県

○半島振興計画の作成において、主務大臣への協議（事前確認を含む）及び
同意を得るために、多大な時間と労力を要している。（H27計画策定時にも、
事前確認を含めて国協議に約７か月を要している。また、都道府県は出先機
関である総合振興局・振興局を通じての作業となるため、計画策定のための
市町村の作業時間や、書類のやりとりに時間がかかる。）
○同意手続きが廃止され、報告のみとなれば、手続きの迅速化や事務的負担
の軽減が見込まれる。国による支援が担保される前提であれば、反対するも
のではなく制度改正の必要性はあるものと考える。
○半島振興計画の作成において、主務大臣への協議（事前確認を含む）及び
同意を得るために多大な時間と労力を要している。（H27計画策定時には、事
前確認を含めて国協議に約７か月を要した。）

　貴県が指摘している「多大な時間と労力」の具体的な内容について、内閣府地方分権改革推進室に
情報提供を依頼したところ、同室から、提案団体の提出した半島振興計画案に対する国からの意見に
ついては、その都度、関係４市町に意見照会・確認した上で関係各課による確認を行っており時間と
労力を要したこと、また、作業スケジュールについて、１回目の計画案の提出から最終提出までに４か
月以上を要し、さらに、最終提出から同意までに３か月を要した旨、御回答を頂いた。
　半島振興計画とは、国と関係地方公共団体とが密接な連携の下、半島振興対策実施地域における
将来的な交通施設の整備、産業の振興等の半島振興施策の方向性を定めるものである。
 　半島振興法上、国は、半島振興計画に基づき必要な措置を講ずることとされていることから、半島
振興計画の実効性を高め、より適切な計画となるよう、計画策定段階における主務大臣への協議・同
意をお願いしているところである。
 　貴県からは、「主務大臣への協議（事前確認を含む）及び同意を得るために、多大な時間と労力を
要している。」との御意見を頂いているが、今般の半島振興計画の策定手続において、国からの指摘
は、事実誤認や誤字の指摘等のみであるため、御指摘の「多大な時間と労力を要し」たものとは考え
ていない。
　なお、国土交通省は、貴県を含む関係22道府県からの全23計画案の提出を受け、半島振興法第３
条第２項に基づき関係行政機関の長に協議するとともに、国土審議会の意見を聴かなければならない
こととされており、関係道府県との協議等に一定の期間を要することはやむを得ないと考えている。今
般の協議等においては、関係道府県に短期間での回答等の提出を求めることとならないよう配慮し、
早い段階で調整を開始する余裕を持ったスケジュールで作業を進めてきたところである。

302 Ｂ　地方に対する規
制緩和

土地利用（農地除く） 半島振興計画に係る
主務大臣の協議、同意
の廃止

都道府県が半島振興計画を作成
する際には、あらかじめ主務大臣
へ協議し同意を得ることとされて
いるが、半島振興計画の作成に
関して主務大臣が都道府県に変
更を求めることができることとした
上で、計画策定後の主務大臣へ
の提出制度に改める。

【現状】
半島振興法第３条によると、「都道府県は、半島振興計画を作成しなければならな
い。この場合においては、あらかじめ、主務大臣に協議し、その同意を得なければ
ならない。」と定められている。
なお、同様の趣旨で制定されている山村振興法に基づき県が策定する山村振興基
本方針では、都道府県が方針策定後に主務大臣に提出し、主務大臣による都道
府県への勧告が可能であることから、主務大臣への同意協議は行われていない。

【具体的な支障事例】
半島振興計画の作成において、主務大臣への協議（事前協議を含む）及び同意を
得るために多大な時間と労力を要している。（本県のH27計画策定時には、事前協
議を含めて国協議に約７か月を要している）

同意協議を廃止することにより、事務の簡素化による負担軽減が図られるととも
に、半島振興計画に基づく事業実施や国の支援を受けることによる事業効果の
早期発現（地域の自立的発展、地域住民の生活安定・福祉向上や、定住促進
等）が期待できる。

半島振興法第３条第１
項

総務省、文部科学省、
厚生労働省、農林水産
省、経済産業省、国土
交通省、環境省

九州地方知
事会

山口県提案分 北海道 ○半島振興計画の作成において、主務大臣への協議（事前協議を含む）及び
同意を得るために、多大な時間と労力を要している。（H27計画策定時には、
事前協議を含めて国協議に約７か月を要している。また、都道府県は出先機
関である総合振興局・振興局を通じての作業となるため、計画策定のための
市町村の作業時間や、書類のやりとりに時間がかかる。）
○半島振興計画の作成において、主務大臣への協議（事前確認を含む）及び
同意を得るために多大な時間と労力を要している。（H27計画策定時には、事
前確認を含めて国協議に約７か月を要した。）

　貴県が指摘している「多大な時間と労力」の具体的な内容について、内閣府地方分権改革推進室に
情報提供を依頼したところ、同室から、提案団体の提出した半島振興計画案に対する国からの意見に
ついては、その都度、関係４市町に意見照会・確認した上で関係各課による確認を行っており時間と
労力を要したこと、また、作業スケジュールについて、１回目の計画案の提出から最終提出までに４か
月以上を要し、さらに、最終提出から同意までに３か月を要した旨、御回答を頂いた。
　半島振興計画とは、国と関係地方公共団体とが密接な連携の下、半島振興対策実施地域における
将来的な交通施設の整備、産業の振興等の半島振興施策の方向性を定めるものである。
　半島振興法上、国は、半島振興計画に基づき必要な措置を講ずることとされていることから、半島振
興計画の実効性を高め、より適切な計画となるよう、計画策定段階における主務大臣への協議・同意
をお願いしているところである。
　貴県からは、「主務大臣への協議（事前確認を含む）及び同意を得るために、多大な時間と労力を要
している。」との御意見を頂いているが、今般の半島振興計画の策定手続において、国からの指摘
は、事実誤認や誤字の指摘等のみであるため、御指摘の「多大な時間と労力を要し」たものとは考え
ていない。
　なお、国土交通省は、貴県を含む関係22道府県からの全23計画案の提出を受け、半島振興法第３
条第２項に基づき関係行政機関の長に協議するとともに、国土審議会の意見を聴かなければならない
こととされており、関係道府県との協議等に一定の期間を要することはやむを得ないと考えている。今
般の協議等においては、関係道府県に短期間での回答等の提出を求めることとならないよう配慮し、
早い段階で調整を開始する余裕を持ったスケジュールで作業を進めてきたところである。

135 Ｂ　地方に対する規
制緩和

土地利用（農地除く） 離島振興計画に係る
主務大臣の事前審査
の廃止

都道府県が離島振興計画を定め
たときには、直ちに、これを主務
大臣に提出し、主務大臣は離島
振興基本方針に適合していないと
きは都道府県に変更すべきことを
求めることができるとされている
が、実務上行われている離島振
興計画案の事前提出による審査
について、廃止する。

【現状】
離島振興法第４条により、「都道府県は、離島振興基本方針に基づき離島振興計
画を定めた際にこれを主務大臣に提出し、主務大臣は、離島振興基本方針に適合
していないと認めるときは、当該都道府県に対しこれを変更すべきことを求めること
ができる。」と定められているが、実務上、計画策定前に離島振興計画案の事前提
出により、離島振興基本方針に適合するか否かの審査が行われている。
なお、同様の趣旨で制定されている山村振興法に基づき県が策定する山村振興基
本方針においては、国への事前提出による審査は行われていない。

【具体的な支障事例】
離島振興計画の策定において、実務上行われている、事前審査に多大な時間と労
力を要している。（本県のH25計画策定時には、国協議に５か月を要している）

事前審査を廃止することにより、事務の簡素化による負担軽減が図られるととも
に、離島振興計画に基づく事業実施や国の支援を受けることによる事業効果の
早期発現（地域の自立的発展、地域住民の生活安定・福祉向上等）が期待でき
る。

離島振興法第４条第10
項、第11項

総務省、文部科学省、
厚生労働省、農林水産
省、経済産業省、国土
交通省、環境省

山口県、中
国地方知事
会

北海道、長
崎県

○離島振興計画の策定において、実務上行われている事前審査に多大な時
間と労力を要している。（H25計画策定時にも、国協議に３か月を要している。
また、都道府県は出先機関である総合振興局・振興局を通じての作業となる
ため、計画策定のための市町村の作業時間や、書類のやりとりに時間がかか
る。）
○手続きが廃止されれば、手続きの迅速化や事務的負担の軽減が見込まれ
る。国による支援が担保される前提であれば、反対するものではなく制度改正
の必要性はあるものと考える。
○離島振興計画の策定において、実務上行われている、事前審査に多大な
時間と労力を要している。（H25計画策定時には、国協議に５か月を要してい
る。）

　離島振興法（昭和28年法律第72号）（以下「法」という。）第４条第８項の規定に基づき都道府県から
主務大臣に提出された離島振興計画は、同条第10項及び第11項の規定に基づき、離島振興基本方
針に適合するかの確認を実施しており、離島振興基本方針に適合していないと認めるときは、主務大
臣は当該都道府県に変更を求めることができることとされている。
　離島振興計画の事前提出は、これら適合性の確認を円滑かつ迅速に実施し、国と都道府県双方の
事務負担を軽減するため、正式提出に先んじて離島振興計画案を提出いただけるよう、平成24年11
月29日付事務連絡「各都道県の離島振興計画案の事前提出等について（依頼）」において都道府県
に任意で依頼しているものである。
　本提案は、「離島振興計画の策定において、実務上行われている、事前審査に多大な時間と労力を
要している。」とのことであるが、平成25年度計画策定時、離島振興計画の事前審査に要した期間は、
関係行政機関への意見照会も含めて約１か月であり、また、その後の法第４条第９項及び第10項に基
づく手続きにおいて特段変更や調整を求めていないことから、ご指摘の「多大な時間と労力を要してい
る」ものとは考えていない。
　もとより事前提出は都道府県に対して任意で依頼しているものであるが、仮に事前提出が廃止され
た場合、事前の調整を経ること無く法第４条第９項及び第10項に基づき関係行政機関への通知及び
意見照会の手続きを実施する必要があるが、事前に確認が行われていないため、仮に関係行政機関
の長から主務大臣に対して意見が申し出られた場合、法第４条第10項の規定に基づき、都道府県に
対して離島振興計画の変更を求めることとなる可能性が高い。離島振興計画を変更する際には、法第
４条第12項の規定により、 同条第３項、第４項及び第６項から第11項までの規定が準用されるため、
都道府県と市町村との調整、主務大臣への再提出、主務大臣から関係行政機関への通知及び意見
照会手続きを、場合によっては複数回行う必要があり、事前の確認手続を廃止することはかえって国
と都道府県双方の事務的負担を増大させるものとなる。
　こうしたことから、離島振興計画を策定・変更する際には、引き続き事前の調整にご協力いただきた
い。なお、政府としては事前の調整の際に都道府県の事務負担が増大することのないよう、適切に対
応して参りたい
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303 Ｂ　地方に対する規
制緩和

土地利用（農地除く） 離島振興計画に係る
主務大臣の事前審査
の廃止

都道府県が離島振興計画を定め
たときには、直ちに、これを主務
大臣に提出し、主務大臣は離島
振興基本方針に適合していないと
きは都道府県に変更すべきことを
求めることができるとされている
が、実務上行われている離島振
興計画案の事前提出による審査
について、廃止する。

【現状】
離島振興法第４条により、「都道府県は、離島振興基本方針に基づき離島振興計
画を定めた際にこれを主務大臣に提出し、主務大臣は、離島振興基本方針に適合
していないと認めるときは、当該都道府県に対しこれを変更すべきことを求めること
ができる。」と定められているが、実務上、計画策定前に離島振興計画案の事前提
出により、離島振興基本方針に適合するか否かの審査が行われている。
なお、同様の趣旨で制定されている山村振興法に基づき県が策定する山村振興基
本方針においては、国への事前提出による審査は行われていない。

【具体的な支障事例】
離島振興計画の策定において、実務上行われている、事前審査に多大な時間と労
力を要している。（本県のH25計画策定時には、国協議に５か月を要している）

事前審査を廃止することにより、事務の簡素化による負担軽減が図られるととも
に、離島振興計画に基づく事業実施や国の支援を受けることによる事業効果の
早期発現（地域の自立的発展、地域住民の生活安定・福祉向上等）が期待でき
る。

離島振興法第４条第10
項、第11項

総務省、文部科学省、
厚生労働省、農林水産
省、経済産業省、国土
交通省、環境省

九州地方知
事会

山口県提案分 北海道 ○離島振興計画の策定において、実務上行われている事前審査に多大な時
間と労力を要している。（H25計画策定時には、国協議に３か月を要している。
また、都道府県は出先機関である総合振興局・振興局を通じての作業となる
ため、計画策定のための市町村の作業時間や、書類のやりとりに時間がかか
る。）
○離島振興計画の策定において、実務上行われている、事前審査に多大な
時間と労力を要している。（H25計画策定時には、国協議に５か月を要してい
る。）

　離島振興法（昭和28年法律第72号）（以下「法」という。）第４条第８項の規定に基づき都道府県から
主務大臣に提出された離島振興計画は、同条第10項及び第11項の規定に基づき、離島振興基本方
針に適合するかの確認を実施しており、離島振興基本方針に適合していないと認めるときは、主務大
臣は当該都道府県に変更を求めることができることとされている。
　離島振興計画の事前提出は、これら適合性の確認を円滑かつ迅速に実施し、国と都道府県双方の
事務負担を軽減するため、正式提出に先んじて離島振興計画案を提出いただけるよう、平成24年11
月29日付事務連絡「各都道県の離島振興計画案の事前提出等について（依頼）」において都道府県
に任意で依頼しているものである。
　本提案は、「離島振興計画の策定において、実務上行われている、事前審査に多大な時間と労力を
要している。」とのことであるが、平成25年度計画策定時、離島振興計画の事前審査に要した期間は、
関係行政機関への意見照会も含めて約１か月であり、また、その後の法第４条第９項及び第10項に基
づく手続きにおいて特段変更や調整を求めていないことから、ご指摘の「多大な時間と労力を要してい
る」ものとは考えていない。
　もとより事前提出は都道府県に対して任意で依頼しているものであるが、仮に事前提出が廃止され
た場合、事前の調整を経ること無く法第４条第９項及び第10項に基づき関係行政機関への通知及び
意見照会の手続きを実施する必要があるが、事前に確認が行われていないため、仮に関係行政機関
の長から主務大臣に対して意見が申し出られた場合、法第４条第10項の規定に基づき、都道府県に
対して離島振興計画の変更を求めることとなる可能性が高い。離島振興計画を変更する際には、法第
４条第12項の規定により、 同条第３項、第４項及び第６項から第11項までの規定が準用されるため、
都道府県と市町村との調整、主務大臣への再提出、主務大臣から関係行政機関への通知及び意見
照会手続きを、場合によっては複数回行う必要があり、事前の確認手続を廃止することはかえって国
と都道府県双方の事務的負担を増大させるものとなる。
　こうしたことから、離島振興計画を策定・変更する際には、引き続き事前の調整にご協力いただきた
い。なお、政府としては事前の調整の際に都道府県の事務負担が増大することのないよう、適切に対
応して参りたい。

51 Ａ　権限移譲 環境・衛生 フロン排出抑制対策に
係る事務の都道府県
知事から政令指定都
市及び中核市の長へ
の移譲

フロン排出抑制対策が的確かつ
効果的に推進されるよう、平成27
年４月１日に施行されたフロン類
の使用の合理化及び管理の適正
化に関する法律（フロン排出抑制
法）について、環境関係の他の法
令と同様に、政令指定都市及び
中核市の長に、機器の管理者に
対する立入検査や指導等の権限
を移譲すること。

岡山県では、フロン排出抑制法の施行前から、環境関係法令、例えば大気汚染防
止法と水質汚濁防止法の規制対象施設を設置している事業所について、定期的な
立入検査で双方の検査を行うようにしている。
フロン排出抑制法についても、今年度から本格的に立入検査を行う計画としている
が、現在立入検査を行っているこれらの事業所には、第一種特定製品がほとんど
設置されているものと考えられるため、各々の制度等との一体的かつ効果的な運
用が期待される。
しかし、環境関係法令に係る立入検査や指導等の権限は、ほとんどが政令指定都
市や中核市の長まで移譲されているが、フロン排出抑制法は都道府県知事に留め
られているため、岡山市・倉敷市の区域内にある事業所に対しては、岡山県がフロ
ン排出抑制法のみに係る立入検査等を別途実施しなければならないという、二重
行政的な不合理が生じることはもとより、立入検査等を通じて、現場の状況等に精
通し、フロン排出抑制法の対象設備・機器を比較的容易に把握することができると
いう政令指定都市・中核市の強みやノウハウを生かせないでいる。

大気汚染防止法、水質汚濁防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律など
ほとんどの環境関係法令の権限が政令指定都市・中核市へ移譲されており、そ
れぞれの法令に基づいて、日常的に立入検査等が行われており、フロン排出抑
制法についても権限を移譲し、一体的な検査等を可能とすることにより、県と市
による二重行政的な弊害を防ぐことができるとともに、政令指定都市・中核市が
立入検査等を通じて蓄積している強みやノウハウを生かし、比較的短時間に、効
率的に処理することが可能となる。

フロン類の使用の合理
化及び管理の適正化に
関する法律（平成13年
法律第64号）第17条、
第18条、第91条、第92
条

経済産業省、環境省 岡山県 宮城県、福
島県、埼玉
県、兵庫
県、広島
県、徳島
県、長崎県

○提案団体と同様の支障が生じており、特に、政令市を管轄する地方機関に
おいては、政令市にほとんどの環境関連法の権限が移譲されているため、こ
れらの法律と合わせた実効性のある立入検査等（管理者に係るものに限る）
が行えていない。
また、政令市等内で実施される建築物等解体工事現場での廃棄等実施者へ
の指導は、フロン排出抑制法の権限が政令市等に移譲されていないため、政
令市等の職員が行うことができず、現状、県から政令市等にフロン排出抑制
法の周知を依頼する程度にとどまっている。
○本県には、政令指定都市が１市、特例市が２市あり、これらの市に対して、
ほとんどの環境関係法令の権限が移譲されており、立ち入り検査等が実施さ
れている中で、フロン排出抑制法については権限が移譲されていない。
３市には立入検査等のノウハウが蓄積されており、フロン排出抑制法の立入
検査を効率的に実施することも可能であると思われることから、本提案が実現
されることにより、業務の効率化が期待される。
○本県では、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、廃棄物の処理及び清掃に
関する法律などほとんどの環境法令が県内の中核市へ移譲されている。
フロン排出抑制法では、第一種特定製品の管理者への立入検査が規定され
ているが、中核市の区域内にある事業所に対しては県がフロン排出抑制法の
みにかかる立入検査を実施しなければならない状況である。
中核市の区域内にある事業所への立入検査の多くは中核市に権限が移譲さ
れている他の環境法令の立入検査に併せて実施することが可能であり、立入
権限を移譲することで管理者に対する効率的な指導が可能となる。

　フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（平成13年法律第64号）については、平成
25年６月に改正され、平成27年４月に施行されたところであり、本件提案の権限を規定している現行
の法律は、国会における審議を経て成立したものである。
　機器の管理者に対する立入検査や係る指導等は、現在、都道府県が登録先となっている充填回収
業者に関する情報を併せ持っていることが必要である。他方、充填回収業者の商圏を鑑みれば、充填
回収業者の登録事務を政令市・中核市に委譲すると、充填回収業者の登録等における負担が増大す
る恐れがある。このように、適切に立入検査や係る指導等を行うとともに、充填回収業者の負担を増
大しない観点から、都道府県に本件提案の権限を規定している。
　ただし、附則第11条において、法律の施行後５年を経過した場合において、新法の施行の状況等を
勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措
置を講ずるものとされており、本件提案については、その際に、関係省庁、都道府県、市町村及び事
業者等の関係者の意見も踏まえ、検討が行われるべきものと考える。


